
伊勢崎市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１号 

伊勢崎市議会委員会条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市議会委員会条例（平成１７年伊勢崎市条例第２０６号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第２項の表総務委員会の項中「総務部」を「市長戦略部、総務部」に

改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第２号 

伊勢崎市行政手続条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市行政手続条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１５条第３項中「その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並び

に当該市長等が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を当該市長等の事務所の掲示場に掲示すること」を「公示の方法」に改

め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該市長等が同項各号に掲げる

事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨（以下この項において「



公示事項」という。）を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧する

ことができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該市長等

の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算

機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる

ことによって行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日

から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

第１６条第１項中「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に改める。 

第２２条第３項中「第１５条第３項」及び「同条第３項」の次に「及び第４

項」を、「と、」の次に「同項中」を加え、「掲示を始めた日から２週間を経過

した」を削り、「、掲示を始めた」を「、当該措置を開始した」に改める。 

第２９条中「第１５条第３項及び」の次に「第４項並びに」を加え、「「同項

第３号」を「同条第４項中「第１項第３号」に、「同条第３号」を「第２８条

第３号」に、「同条第３項後段」を「同条第４項後段」に、「第１５条第３項後

段」を「第１５条第４項後段」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市行政手続条例（以下この項において「新

条例」という。）第１５条第３項及び第４項（これらの規定を新条例第２２

条第３項（新条例第２５条後段において準用する場合を含む。）及び第２９

条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施行の

日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前

の例による。 

 

伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   



 

伊勢崎市条例第３号 

伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１７年伊勢崎市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第３条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 非常勤特別職の報酬が時間額で定められているものは、公務のため出務し

た時間数に応じて、出務した月の初日から末日までの期間につき、時間額の

報酬の全額を出務した日の属する月の翌月の末日までに支給する。 

別表第１備考に次のように加える。 

２ いじめ問題調査委員会委員長、いじめ問題調査委員会委員、いじめ問

題再調査委員会委員長及びいじめ問題再調査委員会委員が、聴き取り等

の調査、収集した情報の分析又は報告書の作成に従事した場合の報酬の

額は、時間額１０，０００円とする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第４号 

伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第４６

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「当務」の次に「（午前８時３０分から翌日の午前８時３０

分までの勤務時間をいう。以下同じ。）」を加える。 



別表第３夜間特殊業務手当の項中「全部又は一部が深夜に、割り振られた」

を「うち深夜における」に、「通信指令課職員」を「職員」に、 

「 

５１０円 

※夜間勤務手当と併給する。 

 

を 

」 

「 

６００円 

※深夜における通信指令業務に従事した職員の勤務時間が１時間に満

たない場合は２４０円 

※夜間勤務手当と併給する。 

 

に 

」 

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の伊勢崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後に開始する当務（改正後の条例第４条第２項に規定する当務を

いう。以下同じ。）に係る夜間特殊業務手当について適用し、同日前に開始

した当務に係る夜間特殊業務手当については、なお従前の例による。 

 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第５号 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市国民健康保険税条例（平成１７年伊勢崎市条例第２１８号）の一部



を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「介護納付金」という。）」の

次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定による子

ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」

という。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（群馬県国民健康保険特別会計におい

て負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に

限る。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条に次の１項を加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する

１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」と

いう。）第７０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。

）」を「法」に改める。 

第５条第１号中「第８条」の次に「、第１５条」を加え、「第２３条第１項」

を「第２７条第１項」に改める。 

第３２条を第３６条とし、第２５条から第３１条までを４条ずつ繰り下げる。 

第２４条中「第２６条第１項」を「第３０条第１項」に、「第２４条」を「

第２８条」に改め、同条を第２８条とする。 

第２３条第１項各号列記以外の部分中「並びに」を「、」に改め、「１７万

円）」の次に「並びに同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額」を加え、

同条を第２７条とする。 

第２２条第１項中「第１４条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同条を

第２６条とする。 

第２１条第１号中「第１６条第２項」を「第２０条第２項」に改め、同条を

第２５条とし、第１６条から第２０条までを４条ずつ繰り下げる。 



第１５条第１項中「第２３条」を「第２７条」に改め、同条を第１９条とし、

第１４条を第１８条とする。 

第１３条中「第１６条、第２０条及び第２１条」を「第２０条、第２４条及

び第２５条」に改め、同条を第１７条とし、第１２条を第１６条とし、第１１

条の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割

額） 

第１２条 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分

の０．３を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険

者均等割額） 

第１３条 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，２

００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳

以上被保険者均等割額） 

第１４条 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険

者１人について１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別

平等割額） 

第１５条 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ８００円 

⑵ 特定世帯 ４００円 

⑶ 特定継続世帯 ６００円 

附則第６項中「第２３条」を「第２７条」に改める。 

附則第７項、第８項及び第１０項から第１３項までの規定中「及び第２３条」

を「、第１２条及び第２７条」に、「第２３条第１項」を「第２７条第１項」

に改める。 

附則第１４項及び第１５項中「第９条」の次に「、第１２条」を加え、「第

２３条第１項」を「第２７条第１項」に改める。 



附則第１６項及び第１７項中「及び第２３条」を「、第１２条及び第２７条」

に、「第２３条第１項」を「第２７条第１項」に改める。 

附則第１８項中「第３０条第１項」を「第３４条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 

 

伊勢崎市保育所条例及び伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

 伊勢崎市条例第６号 

伊勢崎市保育所条例及び伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例 

（伊勢崎市保育所条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市保育所条例（平成１７年伊勢崎市条例第１３５号）の一部を

次のように改正する。 

第８条を第９条とする。 

第７条中「児童又は一時預かり」の次に「若しくは乳児等通園支援（以下

「一時預かり等」という。）」を、「停止し、又は一時預かり」の次に「等」

を加え、同条各号中「一時預かり」の次に「等」を加え、同条を第８条とし、

第６条の次に次の１条を加える。 

（乳児等通園支援の実施） 

第７条 保育所は、児童福祉法第６条の３第２３項に規定する乳児等通園支



援事業（以下「乳児等通園支援」という。）を行うものとする。 

（伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例（平成２７年伊勢崎市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とする。 

第９条中「前条の教育・保育給付認定保護者又は」を削り、「第７条」を

「第８条」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条中「及び一時預かりを受けた子どもの保護者」を「、一時預かりを

受けた子どもの保護者及び乳児等通園支援を受けた乳児等支援給付認定子ど

もの乳児等支援給付認定保護者（次条においてこれらを「保護者」という。）」

に、「前３条」を「第５条から前条まで」に改め、同条を第９条とし、第７

条の次に次の１条を加える。 

（乳児等通園支援事業における利用者負担の額） 

第８条 市立保育所において実施する乳児等通園支援を受けた乳児等支援給

付認定子どもの乳児等支援給付認定保護者が支払う乳児等通園支援事業に

おける利用者負担の額は、別表第５に定めるところによる。 

別表第４の次に次の１表を加える。 

別表第５（第８条関係） 

区分 利用者負担の額（１回） 

利用１回当たりの時間数が１時間以内の

場合 

３００円 

利用１回当たりの時間数が１時間を超え

る場合 

３０分当たり１５０円 

備考 利用１回当たりの時間数が１時間を超える場合において、３０分未

満の端数が生じたときは、当該端数を３０分とみなす。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第７号 

伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和７年伊勢崎市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第６号中「乳児、幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「並び

に」を「その他の」に改める。 

第２１条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において定め

る利用定員をいう。）」を加える。 

第２３条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２３条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例保

育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通園支

援事業を行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

第２７条後段を削る。 

第２８条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例をここに

公布する。 

  令和８年３月２５日 



 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第８号 

伊勢崎市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準（第４条） 

第２節 運営に関する基準（第５条―第３３条） 

第３章 雑則（第３４条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「法」という。）第５４条の３において準用する法第４６条第２項の規定に

基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によ

る。 

（一般原則） 

第３条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの

保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳

児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するた

めに適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用す

る支給対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該支給対

象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように

努めなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営



を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等（法第２７条第１項に規

定する特定教育・保育施設及び法第２９条第１項に規定する特定地域型保育

事業者をいう。以下同じ。）、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・

子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用す

る支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者

が特定乳児等通園支援事業を行う事業所（以下「特定乳児等通園支援事業所」

という。）の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

第２章 特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準 

第１節 利用定員に関する基準 

第４条 特定乳児等通園支援事業者は、１時間当たりの利用定員（法第５４条

の２第１項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。）を定め

るものとする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもが当該特定乳児

等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳

児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して１月当

たりの利用定員を定めるものとする。 

第２節 運営に関する基準 

（面談） 

第５条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定

乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子ども

に対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等

支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認

定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談（映像及び音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。）を行わな

ければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじ



め、第２０条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規

定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項そ

の他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付

しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、第１項の面談において、前項の重要事項を

説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意

を得なければならない。 

（正当な理由のない提供拒否の禁止） 

第６条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者から利用の

申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。 

（あっせん及び要請に対する協力） 

第７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利

用について法第５４条の３において準用する法第５４条第１項の規定により

市が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

（乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認） 

第８条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定

乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子ども

に対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定

保護者から乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支

援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第２８条の２４各号に掲げる

事項を確認するものとする。 

（乳児等支援給付認定の申請に係る援助） 

第９条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定を受けていない保

護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やか

に乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければなら

ない。 

（心身の状況等の把握） 

第１０条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっ

ては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等

支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する



特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等の利用の状況の把握に

努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） 

第１１条 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続

的に提供される特定教育・保育及び特定地域型保育との円滑な接続に資する

よう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施

設等との密接な連携に努めなければならない。 

（特定乳児等通園支援の提供の記録） 

第１２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を提供した際は、

提供した日時、時間、内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

（支払） 

第１３条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領（法第３０条の２０第

５項（法第３０条の２１第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

り市が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給

付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次

条において同じ。）を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当

該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額（法第３０条の

２０第３項に規定する額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるもの

とする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等

通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を

図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に

要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との

差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護

者から受けることができる。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、特定乳児

等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の

額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。 

⑴ 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要す

る費用 



⑵ 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用 

⑶ 食事の提供に要する費用 

⑷ 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便

宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とさ

れるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させるこ

とが適当と認められるもの 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、

当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る

領収証を交付しなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項及び第３項の金銭の支払を求める際

は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に

金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児

等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければな

らない。ただし、第３項の規定による金銭の支払に係る同意については、文

書によることを要しない。 

（乳児等支援給付費の額に係る通知等） 

第１４条 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園

支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保

護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を

通知しなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支

援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援

の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳

児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなけれ

ばならない。 

（特定乳児等通園支援の取扱方針） 

第１５条 特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所にお

ける保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援



事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２３項に規定

する乳児等通園支援事業をいう。）の特性に留意して、支給対象小学校就学

前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提

供を適切に行わなければならない。 

（特定乳児等通園支援に関する評価等） 

第１６条 特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支

援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、そ

の結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第１７条 特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及び

その保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の

的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相

談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならな

い。 

（緊急時等の対応） 

第１８条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提

供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合

その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は

医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知） 

第１９条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳

児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正

な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、

遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第２０条 特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（第２３条において「運営規程」という。）を定めてお

かなければならない。 

⑴ 特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針 



⑵ その提供する特定乳児等通園支援の内容 

⑶ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑷ 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日 

⑸ 第１３条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用

の種類、支払を求める理由及びその額 

⑹ 第４条第１項の規定により定める１時間当たりの利用定員 

⑺ 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利

用に当たっての留意事項 

⑻ 緊急時等における対応方法 

⑼ 非常災害対策 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑾ その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２１条 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、

適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支

援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特

定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなけれ

ばならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業

務については、この限りでない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の

向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 

（利用定員の遵守） 

第２２条 特定乳児等通園支援事業者は、第４条第１項の規定により定める１

時間当たりの利用定員を超えて特定乳児等通園支援の提供を行ってはならな

い。 

（掲示等） 

第２３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やす

い場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第１３条の規定により乳児

等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをし



た者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲

示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって

直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧

に供しなければならない。 

（乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第２４条 特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子ども

の国籍、信条、社会的身分又は第１３条の規定による支払の状況によって、

差別的取扱いをしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第２５条 特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに

対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該乳児等

支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（秘密保持等） 

第２６条 特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった

者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又

はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通

園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、

乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書

により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同

意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第２７条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を

利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護

者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択すること



ができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提

供を行うよう努めなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広

告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはなら

ない。 

（利益供与等の禁止） 

第２８条 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業（法第５９条第１号

に規定する事業をいう。）その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者（

次項において「利用者支援事業者等」という。）、教育・保育施設、地域型保

育事業者（地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。）若しくは

乳児等通園支援事業者（乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において

同じ。）又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に

対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品そ

の他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地

域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象

小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他

の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第２９条 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に

関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当

該乳児等支援給付認定子どもの家族（以下この条において「乳児等支援給付

認定子ども等」という。）からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦

情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦

情の内容その他の事項を記録しなければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する

乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市が実施する事業に協力す

るよう努めなければならない。 



４ 特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、

法第３０条の１３において準用する法第１４条第１項の規定により市が行う

報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の

職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類

その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に

関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 特定乳児等通園支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改

善の内容を市に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３０条 特定乳児等通園支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなけ

ればならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止する

ため、次の各号に定める措置を講じなければならない。 

⑴ 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された

事故発生の防止のための指針を整備すること。 

⑵ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、

当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制

を整備すること。 

⑶ 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこ

と。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳

児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市及び当該乳児

等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録しなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳



児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３２条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業の会計をそ

の他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備等） 

第３３条 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、

設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳

児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から

５年間保存しなければならない。 

⑴ 第１５条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての

計画 

⑵ 第１２条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録 

⑶ 第１９条の規定による市への通知に係る記録 

⑷ 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑸ 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録 

第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第３４条 特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代え

て、当該書面等に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）

により行うことができる。 

２ 特定乳児等通園支援事業者は、この条例の規定による書面等の交付又は提



出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当

該書面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、乳児等支

援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下この条

において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定乳児等通園支援

事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る

電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この

条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事

業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付

認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて

送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す

る方法 

イ 特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定

保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算

機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事

項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に

係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製す

るファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録

を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 特定乳児等通園支援事業者は、第２項の規定により記載事項を提供しよう

とするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保

護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 



⑴ 第２項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用する

もの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

５ 前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支

援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、

第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場

合は、この限りでない。 

６ 第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の

取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提

出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事

項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるのは

「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、

「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」

と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」

とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交

付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第６項

において準用する前項各号」と、第４項中「第２項」とあるのは「第６項に

おいて準用する第２項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を

得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、

同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用する第２項各

号」と、第５項中「前項」とあるのは「第６項において準用する前項」と、

「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に規定する

記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意の取

得」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す



る。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第９号 

伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市福祉医療費支給に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第１４１号）

の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

８ この条例において「個人番号カード」とは、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人番号カードをいう。 

第４条中第３項を削り、同条第２項中「前項の規定に基づく認定」を「第１

項の認定（以下「受給資格認定」という。）」に改め、「）を」の次に「、次

項に規定する有効期間を付して、」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１

項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申請は、市長が必要と認めたときは、支給対象者の保護

者、養育者又は配偶者その他の者で、支給対象者を現に監護しているもの

（以下「保護者等」という。）が支給対象者に代わり行うことができるもの

とする。 

第４条に次の１項を加える。 

４ 受給資格認定の有効期間は、規則で定める。 

第５条第１項中「前条第３項」を「前条第４項」に改める。 

第６条の見出しを「（受給資格認定及び減額認定に関する情報の提供等）」

に改め、同条第１項中「第４条第２項」を「第４条第３項」に改め、「受ける

とともに、」の次に「個人番号カードを用いて情報通信の技術を利用する方法

により受給資格認定に関する情報を提供し、又は」を加える。 

第７条第１項及び第９条第１項中「受給資格者」の次に「又は保護者等」を

加える。 



第１０条第１項及び第１４条中「受給資格者は」を「受給資格者又は保護者

等は」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１０号 

伊勢崎市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市小口資金融資促進条例（平成１７年伊勢崎市条例第２３１号）の一

部を次のように改正する。 

附則第４項中「令和８年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１１号 

伊勢崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定

める条例（平成２５年伊勢崎市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第４条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に改



める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

伊勢崎市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月２５日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１２号 

伊勢崎市火災予防条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市火災予防条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９７号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条の２の見出しを「（一般サウナ設備）」に改め、同条第１項中「サウナ

室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」を「一般サウナ設備（簡

易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。

以下同じ。）」に改め、同項第２号及び同条第２項中「サウナ設備」を「一般サ

ウナ設備」に改め、同条を第７条の３とし、第７条の次に次の１条を加える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテ

ント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをいう。）又はバレ

ル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）

に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、

薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に

掲げる基準によらなければならない。 

⑴ 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び

可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火

気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこ

と。 

⑵ 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断す



ることができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とす

る簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速や

かに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準

については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号まで、第１７号

から第１８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除く。）及

び第５条第１項の規定を準用する。 

第２９条中「警報」の次に「（法第２２条第３項に規定する火災に関する警

報をいう。）」を加え、同条第７号を削る。 

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレーカー」

を加える。 

第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

⑹の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１３号 

伊勢崎市市税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市市税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７５号）の一部を次のように

改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第

８１条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「



いう。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。

）」を加える。 

第８０条第１項を次のように改める。 

 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、

第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽

自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない

」に改め、同項を同条第２項とする。 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項

及び第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条（見出しを含む。）、第８３条の見出し並びに同条第１項及び第２

項並びに第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種

別割」を「軽自動車税」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式

」に改め、同条第２項及び第３項中「第３３号の４の２様式」を「第３３号の

４様式」に改める。 

第８８条の見出し、第８９条の見出し及び同条第１項から第３項まで並びに

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書

」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種別割」を「軽自

動車税」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

附則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税

額控除）」を付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又

は」を「同法第４１条第１項に規定する居住年が」に、「において、前条第１



項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の２第５

項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第７条の３の２

第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則第７条の３とする。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項

中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第１０条の２第３項から第１３項までを削り、同条第１４項中「附則第

１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第３項とし、

同条中第１５項を第４項とし、第１６項を第５項とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２

０項」に改め、同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２

条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２

条第２５項」に改め、同条第９項第５号及び第１１項第５号中「附則第１２条

第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第１４項中「附則第１２

条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１５項中「改修実演

芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第

１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に

関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公

演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補

助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物

移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１

７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の

構造及び配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改め

る。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（

平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定

める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当

するかの別 



附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条

第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、

「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２

項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで」を「令和７年４月１日

から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中

「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令

和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削

り、同条第４項を削る。 

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割

」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３

項中「の種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第

３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「

及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に

改める。 

附則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２

号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則

第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項

第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」

を「及び第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の伊勢崎市市税

条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和



８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」とい

う。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条

の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改

修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分

の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

（伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年伊勢崎市条例

第２５号）の一部を次のように改正する。 

附則第６条中「の種別割」を削る。 

 

伊勢崎市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１４号 

伊勢崎市都市計画税条例の一部を改正する条例 



伊勢崎市都市計画税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７７号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５

条第３１項」に改める。 

附則第７項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」

に改め、同項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国

土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２

項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である」を「地方税法施行規則

（昭和２９年総理府令第２３号）附則第７条の２第１項に規定する補助に係る

補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項に規定する建築物移動等円

滑化基準（同条第３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第１７条第３

項第１号に規定する同法第２条第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び

配置に関する基準に適合する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（

平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定建築物（高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第１４条第３項の条例で定

める同法第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。）のいずれに該当

するかの別 

附則第１７項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、

第２４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４

１項若しくは第４４項」を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、

第１９項、第２３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第３５項、第３

６項、第４０項若しくは第４３項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の伊勢崎市都市計画税条    

 例の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７

年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部

を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便

性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して

課する都市計画税については、なお従前の例による。 

 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  令和８年３月３１日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第１５号 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年伊勢崎市条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条に１項を加える改正規定中「第２条」を「第２条第２項ただし書中「

６６万円」を「６７万円」に改め、同条第３項中「属する」の次に「国民健康

保険の」を加え、同条」に、「被保険者に」を「国民健康保険の被保険者に」

に改め、同条第５項に次のただし書を加える。 

ただし、加算後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支

援納付金課税額は、３万円とする。 

第２３条第１項各号列記以外の部分を改め、同条を第２７条とする改正規定

を次のように改める。 

第２３条第１項中「６６万円」を「６７万円」に、「）並びに」を「）、

」に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育て



支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項第１号に次

のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の 

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。

）１人について８４０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について７０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ５６０円 

 （イ） 特定世帯 ２８０円 

 （ウ） 特定継続世帯 ４２０円 

第２３条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改め、

同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。

）１人について６００円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について５０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ４００円 

（イ） 特定世帯 ２００円 

（ウ） 特定継続世帯 ３００円 

第２３条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に次の

ように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の



被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。

）１人について２４０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について２０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １６０円 

（イ） 特定世帯 ８０円 

（ウ） 特定継続世帯 １２０円 

第２３条第２項に次の１号を加える。 

⑶ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １８０円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ３００円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ４８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６００円 

第２３条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被

保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項

第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に

次の３号を加える。 

⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の所得割額 当該出産被保険者につき第１２条の規定により算定した

所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち

当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１３条の規定により

算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額



に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

⑼ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の

規定により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保

険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２３条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」とい

う。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１

８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相

当する額を減額して得た額とする。 

第２３条を第２７条とする。 

第１３条を改め、同条を第１７条とし、第１２条を第１６条とし、第１１条

の次に４条を加える改正規定のうち第１４条の見出し中「国民健康保険の被保

険者」を「１８歳以上被保険者」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 




